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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴室ユニットを載せる水平状の台座部と、この台座部の棒状の脚とで形成されている浴
室ユニットの支持架台であって、上記の台座部と脚に補強材が斜めにわたされて取り付け
られ、この補強材の一端部が取り付けられる台座部の取付面と、他端部が取り付けられる
脚の取付面との位置が、前後にずらされて配置され、補強材が、金属材で細長い板状に形
成されると共に、上記の各取付面にあてがわれる一端部と他端部とが平板状に形成され、
且つこの一端部と他端部との間の位置が断面略コの字形に屈曲形成されていることを特徴
とする浴室ユニットの支持架台。
【請求項２】
　浴室ユニットとしての浴槽を載せる水平状の台座部と、この台座部の上方に配置されて
浴槽のフランジ部が係合される枠状の受け部材と、この受け部材を支持するため台座部に
起立状に設けられた支柱とで形成されている浴室ユニットの支持架台であって、上記の台
座部と支柱に補強材が斜めにわたされて取り付けられ、この補強材の一端部が取り付けら
れる台座部の取付面と、他端部が取り付けられる支柱の取付面との位置が、前後にずらさ
れて配置され、補強材が、金属材で細長い板状に形成されると共に、上記の各取付面にあ
てがわれる一端部と他端部とが平板状に形成され、且つこの一端部と他端部との間の位置
が断面略コの字形に屈曲形成されていることを特徴とする浴室ユニットの支持架台。
【請求項３】
　請求項２記載の浴室ユニットの支持架台であって、隣り合う支柱に筋かいが交差状に設
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けられていることを特徴とする浴室ユニットの支持架台。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れかに記載の浴室ユニットの支持架台に用いる補強材であって、金
属材で細長い板状に形成されると共に、台座部の取付面と、脚又は支柱の取付面にあてが
われる一端部と他端部とが平板状に形成され、且つこの一端部と他端部との間の位置が断
面略コの字形に屈曲形成されていることを特徴とする補強材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は浴室ユニットの支持架台に関し、更に詳しくは例えば洗い場の床パンや浴槽等
の浴室ユニットを支持するための浴室ユニットの支持架台及びこれに用いる補強材に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の支持架台としては、例えば図９に示されるように、架台ａの周辺部等の適
宜位置に、合成樹脂材で成型された逆円錐形の脚ｂを取り付け、この脚ｂで床パンｃに加
わる荷重を支持するよう形成しているものがある。
【０００３】
　また従来この種の架台としては、例えば洗い場の略中央部から両側端に向かって緩やか
な下り傾斜状に補強材を設け、この補強材のバネ性を利用して床パンを支持するよう形成
しているものがある（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１２９７６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで従来この種の架台の脚は、横揺れを防止するため、合成樹脂材等の形成材料を
大量に用いて堅固に形成する必要があり、また洗い場の四隅に対応する位置だけではなく
、中央位置等にも設ける必要があった。従って従来品は、脚が大型化して嵩張り易かった
から、その分、コストが高く付き、重くなるのを避けられず、また床下のメンテナンスス
ペースを狭小化させる、という問題点があった。
　また特許文献１記載の従来品の場合は、補強材を床下にアーチ形に曲げながらその両端
を取り付ける必要があるため、この種の取付作業に手間暇がかかるのを避けられなかった
。またこれによると、補強材のバネ性を利用するため、洗い場の中央部を歩くと僅かに沈
む感じを受け、快適な入浴感を害する、という問題点があった。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の問題点に鑑み、提案されたものである。
　従って本発明の解決しようとする技術的課題は、脚の形成材料を節減でき、低コスト化
、軽量化を図れ、床下のメンテナンススペースを狭小化させることなく、ぐらつき、横揺
れを防止でき、製造、組立ても容易で快適な入浴感を害することもないよう形成した浴室
ユニットの支持架台、及びこのような効果を奏するよう形成したこの架台に用いる補強材
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するため、次のような技術的手段を採る。
　即ち本発明は、図１等に示されるように、浴室ユニット１を載せる水平状の台座部２と
、この台座部２の棒状の脚３とで形成されている浴室ユニット１の支持架台であって、上
記の台座部２と脚３に補強材４が斜めにわたされて取り付けられ、この補強材４の一端部
４ａが取り付けられる台座部２の取付面と、他端部４ｂが取り付けられる脚３の取付面と
の位置が、前後にずらされて配置され、補強材４が、金属材で細長い板状に形成されると
共に、上記の各取付面にあてがわれる一端部４ａと他端部４ｂとが平板状に形成され、且
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つこの一端部４ａと他端部４ｂとの間の位置４ｃが断面略コの字形に屈曲形成されている
ことを特徴とする（請求項１）。
【０００７】
　ここで、浴室ユニット１としては、例えば洗い場形成用の床パン、浴槽、浴槽を載せる
ための防水パン等がある。本発明の場合、台座部２は、通常、鋼材等で枠状に形成される
が、枠状に限定されるものではない。また補強材４は、例えば鉄板やステンレス鋼等の金
属材で形成される。またここで、断面略コの字形とは、断面形状が、例えばホッチキスの
針形、リップ溝形、ハット形等に形成されていることを意味する。
【０００８】
　而して本発明の課題を達成する他の構成としては、図１等に示されるように、浴室ユニ
ット１としての浴槽を載せる水平状の台座部２と、この台座部２の上方に配置されて浴槽
のフランジ部１ｂが係合される枠状の受け部材６と、この受け部材６を支持するため台座
部２に起立状に設けられた支柱７とで形成されている浴室ユニット１の支持架台であって
、上記の台座部２と支柱７に補強材４が斜めにわたされて取り付けられ、この補強材４の
一端部４ａが取り付けられる台座部２の取付面と、他端部４ｂが取り付けられる支柱７の
取付面との位置が、前後にずらされて配置され、補強材４が、金属材で細長い板状に形成
されると共に、上記の各取付面にあてがわれる一端部４ａと他端部４ｂとが平板状に形成
され、且つこの一端部４ａと他端部４ｂとの間の位置４ｃが断面略コの字形に屈曲形成さ
れていることを特徴とするものがある（請求項２）。
　この本発明の場合、台座部２や補強材４の構成等は、上例と同様である。
【０００９】
　またこの請求項２に係る本発明の場合は、隣り合う支柱７に筋かい９が交差状に設けら
れているのが好ましい（請求項３）。
　なぜならこれによると、支柱７の連結状態が堅固になり、架台の強度を向上できるから
である。
【００１０】
　また本発明の補強材４としては、図４に示されるように、金属材で細長い板状に形成さ
れると共に、台座部２の取付面と、脚３又は支柱７の取付面にあてがわれる一端部４ａと
他端部４ｂとが平板状に形成され、且つこの一端部４ａと他端部４ｂとの間の位置４ｃが
断面略コの字形に屈曲形成されているものがある（請求項４）。
【００１１】
　この補強材４の場合は、一端部４ａと他端部４ｂを除いて断面略コの字形に形成されて
いるから、強度を高く維持できる。また金属材の細長い板で形成され、且つ一端部４ａと
他端部４ｂとが平板状であるから、これによると台座部２等の取付面の位置に合わせて一
端部４ａ、他端部４ｂを曲げてぴったりと取り付けることができる。従って台座部２と脚
３、又は支柱７との位置関係を様々に変更した支持架台を簡単に製造でき、設計や仕様変
更に柔軟に対応できる。なお断面略コの字形の意味は、上記の場合と同様である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の支持架台は、水平状の台座部と棒状の脚、又は支柱に、補強材を斜めにわたし
て取り付け、しかもこの補強材を上記のように形成しているものである。
　従って本発明によれば、本来、垂直から加わる荷重に対しては耐荷重性のある脚又は支
柱を、横方向から加わる力に対しても簡易な構造で強化でき、横揺れや、ぐらつきを防止
できる。
　特に本発明は、補強材の取付面がずらされているため、その分、横揺れ、ぐらつきを抑
えることができる。また本発明の場合は、補強材が金属材の細長い板で形成され、且つ一
端部と他端部とが平板状であるから、台座部等の取付面の位置に合わせて一端部、他端部
を曲げてぴったり取り付けることができ、台座部と脚、又は支柱との位置関係を様々に変
更でき、仕様変更に対応し易いものである。
　また本発明の場合、脚又は支柱は、垂直荷重に耐えることさえできれば良いから、太く
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したり、複雑化、大型化する必要がない。従ってこれによれば、脚や支柱の形成材料を節
減でき、軽量化、運搬の容易化、低コスト化を図ることができ、床下のメンテナンススペ
ースを広くできる。
　また本発明の補強材は、金属材で長板状に形成され、両端部が平板状に、また両端部の
間の位置が断面略コの字形に形成されている。従ってこれによれば、安価、軽量でありな
がら、強度を高くでき、また平板状の両端部を曲げることで、台座部等の取付面の位置が
前後にずれている場合でも容易に取り付けることができ、架台の仕様変更にも柔軟に対応
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を説明する。
　図１等において、１は、浴室ユニットとしての洗い場形成用の床パンである。この床パ
ンは、図６～図８に示されるように、外周面に補強用のリブ１ａが格子状に形成されてい
る。この実施形態に係る本発明は、このような浴室ユニット１としての床パンを載せる水
平状の台座部２と、この台座部２の棒状の脚３とで形成されている。
【００１４】
　上記の台座部２は、図１、図２、図８等に示されるように、平行状に所定間隔をあけて
配置された断面コの字形の短い鋼材２ａと、この鋼材２ａに直交して横方向にわたされ、
接続箇所が溶接されると共に、平行状に所定間隔をあけて配置された角パイプ形の長い鋼
材２ｂとで枠状に形成されている。脚３は、角材で形成されて台座部２の略四隅に、短い
鋼材２ａと長い鋼材２ｂの接続箇所からずらされて、短い鋼材２ａの下面に設けられてい
る。また脚３は、その下端に高さ調節用のアジャスターボルト３ａが設けられている。
【００１５】
　４は、補強材である。この補強材４は、台座部２を形成する長い鋼材２ｂの側面と、脚
３の設置面に近い先端部（下端部）に斜めにわたされて、この実施形態ではネジ５で取り
付けられている。脚３は、上記の通り、台座部２の各鋼材２ａ、２ｂの接続箇所からずら
されて配置されているから、補強材４の一端部４ａが取り付けられる台座部２の取付面と
、他端部４ｂが取り付けられる脚３の取付面とは、位置が前後にずらされている。
【００１６】
　また補強材４は、例えばステンレス鋼等の金属材で細長い板状に形成され、この実施形
態では全長が３３５ｍｍに選定されている。またこの補強材４は、図４に示されるように
、上記の各取付面にあてがわれる一端部４ａと他端部４ｂとが平板状に形成され、且つこ
の一端部４ａと他端部４ｂとの間の位置４ｃが、断面コの字形に屈曲形成されている。平
板状の一端部４ａと他端部４ｂの長さは、この実施形態では夫々４０ｍｍに選定されてい
る。なお一端部４ａと他端部４ｂには、ネジ孔４ｄが形成されている。
【００１７】
　本発明では補強材４を取り付ける台座部２と脚３の取付面が、上記の通り、前後にずら
されている。そして補強材４は金属材で、一端部４ａと他端部４ｂが平板状に形成されて
いる。従って作業者は、補強材４の一端部４ａと他端部４ｂを、手指や手動工具で取付面
にぴったり合うよう適宜曲げ、その後、取付面にあてがってネジ５等で固定し組み立てる
。
【００１８】
　次に請求項２に係る本発明品の好適な一実施形態を説明する。上例と同一箇所、同一部
材については、同一の符号を付し、詳しい説明は省略する。
【００１９】
　この本発明は、図１等に示されるように、浴室ユニット１としての浴槽を載せる水平状
の台座部２と、この台座部２の上方に配置されて浴槽のフランジ部１ｂが係合される枠状
の受け部材６と、この受け部材６を支持するため台座部２に起立状に設けられた支柱７と
で形成されている。
【００２０】



(5) JP 4590903 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

　上記の台座部２は、図１、図２に示されるように、平行一対状のハット形鋼２１と、こ
のハット形鋼２１と直交して横方向にわたされた平行一対状の角材２２とで枠状に形成さ
れている。ハット形鋼２１の端部は、角材２２に載せられ、溶接されている。２１ａは、
浴槽の脚載せ台である。浴槽は、図３に示されるように、この脚載せ台２１ａを介してハ
ット形鋼２１に載置される。なお台座部２を形成する角材２２の一端は、浴室ユニット１
としての床パンを支持する台座部２の脚３に溶接されている。従って浴室ユニット１とし
ての浴槽を支持する台座部２は、角材２２の他端にだけ脚３が設けられ、洗い場側は床パ
ンを支持する台座部２の脚３を共用している。８は、エプロンである。支柱７は、角材２
２の端部に立設され、エプロン８と対向する側の隣り合う左右の支柱７は、筋かい９が交
差状に設けられ、強度が高くなるよう形成されている。
【００２１】
　４は、ステンレス鋼で細長い板状に形成された補強材である。この補強材４は、台座部
２を形成する角材２２と、支柱７に斜めにわたされてネジ５で取り付けられている。補強
材４は、台座部２の取付面としての側面にあてがわれる一端部４ａと、支柱７の取付面に
あてがわれる他端部４ｂとが平板状に形成され、且つこの一端部４ａと他端部４ｂとの間
の位置４ｃが断面コの字形に屈曲形成されている。
【００２２】
　而して作業者は、補強材４の一端部４ａと他端部４ｂを適宜曲げ、支柱７と台座部２の
取付面にぴったり合うよう微調整してネジ５で固定する。本発明の場合は、支柱７と台座
部２に補強材４が斜めにわたされて設けられているから、支柱７に加わる横方向の揺れは
、補強材４で抑えられ、ぐらつきが防止される。
【００２３】
　以上の処において、本発明の場合、補強材４は、一端部４ａと他端部４ｂが台座部２等
の取付面の位置に合わせて当初から所定角度曲げられているのでも良い。
【００２４】
　また上例では、補強材４をネジ５で取り付けているが、本発明では例えば補強材４の一
端だけがリベット等の締結部品で回転可能な状態で取り付けられ、他端は例えば施工現場
で取り付け可能に形成されているのでも良い。この場合は、例えば脚３等も折り畳み可能
に形成することで、台座部２の厚さを薄くできるから、嵩張りを防止でき、運搬や保管を
容易化できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の支持架台の好適な一実施形態を示す使用状態時の斜視図である。
【図２】同上支持架台の使用状態時の平面図である。
【図３】同上支持架台の使用状態時の側面図である。
【図４】補強材を示し、Ａは平面図、Ｂは側面図である。
【図５】同上支持架台の一部を切欠した要部斜視図である。
【図６】同上支持架台の使用状態時の側面図である。
【図７】同上支持架台の使用状態時の正面図である。
【図８】同上支持架台の使用状態時の底面図である。
【図９】従来例の使用状態時の要部正面図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　　浴室ユニット
　２　　台座部
　３　　脚
　４　　補強材
　４ａ　一端部
　４ｂ　他端部
　４ｃ　一端部と他端部との間の位置
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